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仕 様 書 

 

１ 委託件名 

2020 年を契機とした東京の魅力発信イベント開催支援事務局業務及び事業広報業務等

の委託 

 

２ 目的 

   東京都及び公益財団法人東京観光財団では、東京が国内外から注目を集める世界的

スポーツイベントが開催される 2020年に、都内各地での旅行者の周遊につなげていく

ため、地域の観光協会や企業・団体など多様な主体が連携し、大会期間中やその前後

を含めた 2020年度に地域の伝統的な祭り、食、伝統文化体験など東京を訪れる旅行者

が楽しめる大規模なイベント等を行う取組に対し支援を行うことで、東京の魅力を国

内外に発信する。その実施にあたり、各支援事業の目的を踏まえ、効率的で円滑な事

業執行及び効果的な広報を行うため、事務局業務等の委託を行う。（各支援事業の目

的・支援形態・スケジュール（想定）等は別紙１「支援事業一覧」のとおり。なお、

以下各事業名称については別紙１の事業名を基に表記するものとする。） 

 

３ 契約期間 

契約締結の翌日から平成３３年（２０２１年）３月３１日まで 

 

４ 履行場所 

公益財団法人東京観光財団（以下「TCVB」という。）の指定する場所。ただし、事務局

は受託者が設置場所を確保すること。 

 

５ 委託内容 

  （１）2020 年を契機とした東京の魅力発信イベント開催支援事務局の設置業務 

    ① 2020 年を契機とした東京の魅力発信イベント開催支援事務局（以下、事務局と

いう。）を設置し、事業の公募準備から連絡調整、事業の進行管理及び一般問

い合わせ等に係る一切の運営管理業務を行うこと。 

    ② 事業全体を統括し、事業の進行を管理する責任者（観光に関連する業務の通算

の勤続年数が概ね１０年以上の実績のある者）のほか、運営・経理・広報業務

及びその他すべての業務を遂行するために必要な人員を配置すること。なお公

募時には問合せが集中することを想定した人員配置を検討すること。 

    ③ 事務局の設置期間は、別紙１の支援事業の公募開始から平成３３年（２０２１

年）３月３１日までとする。 

    ④ 事務局専用の住所・電話番号・ＦＡＸ番号・メールアドレス等を公表の上、一

般及び広報の窓口として設置すること。なお、メールアドレスは、TCVBが指定

するドメインを使用することとし、電話は、平日の１０時から１８時を一般か

らの問い合わせ受付時間と設定し、受付時間内には必ず対応できるよう人員を
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配置すること。 

        ⑤ 一般の問い合わせ等を想定したＱ＆Ａ等を TCVB と協議の上、作成すること。

問い合わせ対応に際して必要がある場合には、TCVBに確認の上、対応すること。 

     ⑥ 事務局業務に係わる当月末までの実施業務を月次業務完了報告書（問い合わせ

件数・内容、事務局の運営状況等）として取りまとめ、翌月の１０日までに提

出すること。ただし、１０日が土日祝日の場合には翌営業日までとし、平成３

３年（２０２１年）３月実施分の報告については平成３３年（２０２１年）３

月３１日（日）までに提出すること。 

        ⑦ その他 

（ア) 契約締結後、速やかに TCVBと打ち合わせ、執行体制及び履行スケジュール

の調整を行い、事務局業務の運営マニュアルを作成し、円滑な運営を行うこ

と。 

（イ）TCVB と月に 1度程度定例会議を設け、上記⑥の報告書を基に進捗を TCVBに

報告すること。また、必要に応じて TCVBと随時打ち合わせ等を行い、議事録

を提出すること。 

(ウ) 業務の実施にあたっては、この契約によるほか法令等を十分に遵守するこ

と。 

 

  （２）大規模イベント等の支援（負担金事業）に関わる公募補助業務 

     TCVBが別紙 1「支援事業一覧」に掲げる大規模イベント等の支援（負担金事業）

の公募を実施する際に以下の通り補助業務を行うこと。 

① 公募に係る資料等の作成補助を行うこと。 

② リリースを配信するなどにより、公募等の実施を周知すること。 

③  TCVBが提示する計画に基づき、募集等のスケジュール管理を行うこと。なお、

公募については 2回程度実施することを想定すること。 

④  応募受付窓口として、申請者からの応募書類の受付、書類不備等の確認・修

正指導及び問い合わせへの対応を行うこと。応募書類の受付は原則郵送とする。 

⑤ 応募書類に基づき、TCVB が指定する様式を利用して一覧表等の資料作成を行

うこと。 

⑥ 公募審査会当日及び事前説明会等の申込、受付対応、誘導、資料作成、議事

録作成等の業務を行うこと。 

⑦ TCVBが採択事業実施者と締結するための協定書の作成を行うこと。 

 

（３）地域イベント等の支援（委託事業）に関わる公募補助業務 

      TCVBが別紙 1「支援事業一覧」に掲げる地域イベント等の支援（委託事業）の

公募を実施する際に以下の通り補助業務を行うこと。 

① 公募に係る資料等の作成補助を行うこと。 

② リリースを配信するなどにより、公募当等の実施を周知すること。 

③  TCVBが提示する計画に基づき、募集等のスケジュール管理を行うこと。なお、

公募については 2回程度実施することを想定すること。 
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④  応募受付窓口として、申請者からの応募書類の受付、書類不備等の確認・修

正指導及び問い合わせへの対応を行うこと。応募書類の受付は原則郵送とする。 

⑤ 応募書類に基づき、TCVB が指定する様式を利用して一覧表等の資料作成を行

うこと。 

⑥ 公募審査会当日及び事前説明会等の申込、受付対応、誘導、資料作成、議事

録作成等の業務を行うこと。 

⑦ TCVBが採択事業実施者と契約締結するための仕様書の作成を行うこと。 

 

  （４） 採択事業の実施支援 

上記（２）（３）公募にて、採択された事業（各支援事業合わせて採択件数１

０件程度）につき、以下の通り実施支援を行うこと。 

① 採択事業における進捗管理を行い、TCVB へ報告すること。なお報告は、緊急

を要する場合を除き、前述の事務局業務に係わる月次業務完了報告書と併せて

報告するものとする。 

② 各採択事業の申請団体開催の運営協議会には、原則事務局責任者が参加し、

事業支援等（事業進捗管理や実施上の留意点の通達等）を行うこと。 

③ 支援事業自体に係る問い合わせについては、支援事業の運営団体に速やかに

引き継ぐこと。 

④ 各採択事業実施者に対し、広報物等に東京ブランドアイコンを表示させるよ

う管理し、使用のための許諾申請等を支援すること。 

 参考 URL・東京ブランド PRサイト：https://tokyotokyo.jp/ja/    

    ・東京ブランド「アイコン」利用申請：https://tokyotokyo.jp/ja/icon/  

 

⑤ 各採択事業が実施された際には、以下の事項につき、原則責任者が実際に現 

場にて実施状況の確認を行うとともに、月次業務完了報告書で合わせて、報告

すること。  

 ・採択事業の実施概要（実施日時・場所・イベント内容・参加者数等） 

 ・広報宣伝活動（パブリシティ―・メディア掲載リスト） 

 ・事後広報用記録写真（ウェブ掲載可能なもの） 

 ・その他の実施状況等 

 

  （５） 2020 年を契機とした東京の魅力発信イベント開催支援事業の広報業務 

    ① 全体広報業務 

     （ア）2020 年を契機とした東京の魅力発信イベント開催支援事業の目的を踏まえ 

公募の際により良い事業が申請されるための広報及び、支援事業を含む事業

全体をアピールし国内外の集客につなげるための効果的な広報を TCVB と調

整の上、企画し、実施すること。 

    （イ）契約締結後、TCVB と協議の上、集客に向けた全体の広報計画及びスケジュ

ールを立て、実施すること。月に一度程度定例会議を設け、進捗を TCVBへ報

告すること。また会議の議事録を速やかに提出すること。 

https://tokyotokyo.jp/ja/
https://tokyotokyo.jp/ja/icon/
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（ウ）TCVB 及び支援事業の運営団体が実施する広報と計画が重複した場合には、

TCVBと協議の上、より効果的な広報となるよう調整すること。 

（エ）事業全体の広報を実施するにあたって、支援事業の情報や広報素材につい

ては、各運営団体から入手すること。 

 

② 各広報施策 

  広報手法及び内容は原則提案によるものとするが、以下実施内容については 

網羅し、十分な規模で行うこと。なお、最終的には TCVB と協議の上、実施す 

る。 

（ア）2020 年を契機とした東京の魅力発信イベント開催支援事業の公式ウェブサ

イト用に TCVB 指定のドメインを取得し、上記（２）（３）の支援事業公募開

始までに事業全体のウェブサイトを作成の上、定期的に更新し、運営するこ

と。なお日本語ページと英語ページを作成すること。必須コンテンツは以下

の通りとする。 

  ・事業全体の概要及び目的 

  ・事業全体のスケジュール 

  ・各支援事業の事業概要 

  ・各支援事業の広報サイトへのリンク 

・各支援事業が実施された際の実施状況を記事、写真等にて掲載 

※なお日本語ページには以下を追加すること。 

・支援事業の公募情報（申請方法・募集期間・その他募集時に掲載が必要と

される情報） 

（イ）SNS（ツイッター、フェイスブック、インスタグラム等）による発信及び管

理をすること。発信は各支援事業の実施前後に日本語及び英語で定期的に実

施することとし、発信する内容やスケジュールについては別途 TCVBと協議の

上、実施すること。 

（ウ）その他事業の PRに資する広報手法については、以下の例示を留意の上、別

途提案すること。 

  ・事業全体及び各支援事業の国内外へのプレスリリース 

  ・PRイベント等、事業全体に効果的なプロモート活動の実施 

  ・日本人旅行者、都内在住及び在勤者の動向を踏まえた、鉄道広告等の主要

な広告媒体での配信、フリーペーパーとのタイアップ等。 

  ・外国人旅行者の動向（旅ナカ予約等）を踏まえ、外国人向けフリーペーパ

ーとのタイアップや、主要な海外旅行サイトへの広告配信、パワーブロガ

ー派遣及び記事配信等。 

 

③ 広報等実施にあたってのその他留意事項 

（ア）すべての広報物及び制作物は、TCVB が提示するガイドラインに基づき作成

することとし、公表前に TCVBの承認を得ること。また、日本語以外の広報物

及び制作物については、事前にネイティブチェックを行ったものを提出し、
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承認を得ること。 

（イ）すべての広報物及び制作物について、事前に TCVBと制作スケジュールを協

議の上、原稿提出期限を厳守し、スケジュールに遅滞のないよう管理するこ

と。 

（ウ）ウェブサイトは、原則として東京ブランドアイコンを使用した機能的かつ

魅力的なサイトとするための工夫・提案を行うこと。 

          アイコンデータについては契約締結後に TCVBより提供する。使用にあたって

はデザインマニュアルに記載の内容を遵守すること。     

   【デザインマニュアル】       

https://tokyotokyo.jp/assets/download/tokyotokyo_logo_designmanual.p

df 

（エ）ウェブサイトについてはパソコン、スマートフォン等からの閲覧に共に対

応したレスポンシブ Web デザインのものとすること。なお作成方法について

は、別途提案すること。 

（オ）ウェブサイトは、受託者が用意するサーバーにて運営すること。 

（カ）ウェブサイトの作成・更新に当たっては、別紙１「東京都公式ホームペー

ジ作成に関する統一基準」に準拠すること。 

ア アクセシビリティの検証の実施 

     公開するホームページについて、「JISX8341-3:2016」試験実施ガイド

ラインに基づき、ウェブアクセシビリティの達成等級（Ａ・ＡＡ）に準

拠しているかを検証し、結果を提出すること。検証対象ページは、以下

のとおりとする。検証の結果、問題点が見つかった場合には、委託者に

内容を報告後、委託者からの指示により必要に応じて修正を行うこと。 

なお、検証結果は、所定の様式で提出すること。 

＜100ページ以下のホームページ＞ 

「ホームページを代表するページ」（以下の７ページ）及び「ランダムに選

択したページ」（４ページ）の計１１ページを対象とする。 

・トップページ 

・サブページ（トップページと個別ページの間の階層にあるページ） 

・サイトポリシー 

・多言語（多言語のページがない場合は、任意のページを選択） 

・サイトマップ 

・問合せ 

・提供している情報が掲載されている末端のページ 

 

＜101ページ以上のホームページ＞ 

「ホームページを代表するページ」（以下の７ページ）及び「ランダムに選

択したページ」（３３ページ）の計４０ページを対象とする。 

・トップページ 

・サブページ（トップページと個別ページの間の階層にあるページ） 

https://tokyotokyo.jp/assets/download/tokyotokyo_logo_designmanual.pdf
https://tokyotokyo.jp/assets/download/tokyotokyo_logo_designmanual.pdf
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・サイトポリシー 

・多言語（多言語のページがない場合は、任意のページを選択） 

・サイトマップ 

・問合せ 

・提供している情報が掲載されている末端のページ 

 

（キ）ウェブサイト運営に際しては別紙「個人情報に関する特記事項」および「電

子情報処理委託に係わる標準特記仕様書」の準拠に特に留意すること。 

（ク）EUにおける GDPR（一般データ保護規則）等に関する対応を行うこと（例：

クッキー利用について、サイトポリシーへの記載やポップアップ表示対応等）。

その他、TCVBと協議の上決定すること。 

（ケ）TCVB 及び受託者が実施する広報に使用する広報素材（PR用の写真素材等）

の手配及び使用許可を得ること。 

（コ）納品される写真や報告書等の著作権及び使用権は、TCVBに帰属すること。 

（サ）事業終了時の広報物・制作物（ウェブサイト・各 SNS アカウント含む）の

取り扱いについては、TCVBと協議の上、決定すること。 

     

④ 広報の報告業務 

    （ア）広報活動に係る月次業務完了報告書（制作物、リリース、出広告、パブリ

シティ、ウェブサイトの更新、SNS 配信等）を当月末に取りまとめ、翌月の１

０日までに提出すること。ただし、１０日が土日祝日の場合には翌営業日まで

とし、平成３３年（２０２１年）３月実施分の報告については平成３３年（２

０２１年）３月３１日（日）までに提出すること。 

    （イ）ウェブサイトについては PV数やサイトへの導入経路、滞在時間、直帰率等

を、SNS アカウントについてはフォロワー数や発信記事への反応等を上記報告

書に含め毎月報告すること。 

    （ウ）広告掲載記事等は、記事掲載後速やかに PDF 化した上、電子メールにて報

告すること。 

 

６ 納品物 

(１) 月次の報告書に加え、委託完了時に実施報告書（製本した成果物１０部及び電子

データ２部）をTCVBに提出すること。 

   ※目次、体裁、提出期限等は TCVB と協議のうえ決定する。  

※エクセル等を使用する場合には別紙として添付すること。 

（２） WEBサイトデータ関係 一式 

  ア ＷＥＢサイトについて、電子データで納品すること。 

なお、ＷＥＢサイトに使用するイラスト類などのパーツは、ＪＰＧ、ＧＩＦ等の

形式で保存したもの及びイラストレーター形式で保存したものを、それぞれパー

ツ毎に、電子データで納品すること。 

イ サイト構成一覧 
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（３） 本事業で作成したものの電子データが記録されたＤＶＤ－Ｒ 一式 

（保存形式は Microsoft Word 2013 、Microsoft Excel 2013 又は Microsoft 

PowerPoint 2013 とする。なお、写真、図表等は Windows７標準ソフトで編集可

能な形式によるものとし、事前にTCVBの確認を得ること。また、オリジナルデー

タの他、ＰＤＦ形式のファイルも作成し提出すること） 

 

７ 納入場所 

TCVBの指定する場所 

 

８ 第三者代行の禁止 

本委託業務は、原則として第三者に代行させてはならない。ただし、事前に文書により

TCVBと協議し、承認を得た事項については、第三者に委託して行うことができる。 

 

９ 作成物に関する権利の帰属  

（１）本件委託においては、著作権の取扱いに十分注意すること。 

（２）本件委託の履行に伴い発生する成果物に対する著作権は、すべて TCVBに帰属す

る。 

（３）本件委託により得られる著作物の著作者人格権について、受託者は将来にわた

り行使しないこと。また、受託者は本作品の制作に関与した者について著作権

を主張させず、著作者人格権についても行使させないことを約するものとする。

ただし、TCVBが本件制作物を再編集などの改変を加えて利用する場合、TCVBは

事前に受託者に通告し、承認を得るものとする。 

（４）本件に使用する映像、イラスト、写真、その他資料等について、第三者が権利

を有するものを使用する場合には、使用の際、あらかじめ TCVBに通知するとと

もに、第三者との間で発生した著作権その他知的財産権に関する手続や使用権

料等の負担と責任は、すべて受託者が負うこと。 

（５）上記（１）（２）（３）（４）の規定は、７により第三者に委託した場合において

も適用する。受託者は、第三者との間で必要な調整を行い、第三者との間で発

生した著作権その他知的財産権に関する手続や使用権料等の負担と責任を負う

こと。 

（６）その他、著作権等で疑義が生じた場合は別途協議のうえ、決定するものとする。 

 

10 委託事項の遵守・守秘義務 

（１）受託者は、本契約業務の実施に当たって、関係法令、条例及び規則等を十分に

遵守すること。 

（２）受託者は、本契約の履行により知り得た業務委託の内容を第三者に漏らしては

ならない。 

 

11 個人情報の保護 

（１）受託者は、本契約の履行にあたり、TCVB の保有する個人情報の取扱いについて
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は、別紙「個人情報に関する特記事項」を遵守すること。 

（２）受託者は、本契約の履行に関連する受託者独自の個人情報の取扱いについては、

前記「個人情報に関する特記事項」の規定に準じて、個人情報の漏えい、滅失

及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

 

12 支払い方法 

支払いについては年度毎に計２回に分け委託料を支払うものとする。 

（１）平成 32 年 3 月 31 日時点において、それまでの月次業務完了報告書、委託（一

部）完了届による TCVB担当者の検査終了後、受託者からの適法な支払請求書に基

づいて一部委託料を支払うものとする。 

（２）委託業務終了時点において、上記６の納品物及び委託完了届に TCVB担当者の検

査終了後、受託者からの適法な支払請求書に基づいて残りの委託料を支払うもの

とする。 

 

13 環境により良い自動車利用 

本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を

確保する環境に関する条例（平成 12年東京都条例第 215号）の規定に基づき、次の事項

を遵守すること。 

１ ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 

２ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削

減等に関する特別措置法（平成４年法律第７０号）の対策地域内で登録可能な自動

車利用に努めること 

なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装

置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出

すること。 

 

14 その他 

  （１）本契約は、平成 31年度東京都予算が東京都議会において委託契約前に可決・成

立し、平成 31年度東京観光財団収支予算が平成 31年 3月 31日までに東京観光

財団理事会で承認された場合において、平成 31年 4月 1日に確定するものとす

る。 

（２）受託者は、業務の詳細について、TCVB の担当者及び関係者と十分な打ち合わせ

を行い、業務の目的を達成すること。 

（３）財団は必要に応じて本契約に係る情報（受託者名・契約種別・契約件名および

契約金額等）を公開することがあるが、受託者はこれを了承するものとする。 

（４）本仕様書に記載のない事項及び疑義がある場合は、TCVBと事前に協議すること 

（５）本委託業務に係る契約については、平成 32年 1月末までの履行状況を基に業務 

評価委員会を開催する。受託者が良好な履行を行ったと TCVBが判断する場合、契

約継続とし、履行状況が不適と TCVBが判断する場合、契約解除できるものとする。
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業務評価委員会の詳細については、本委託業務に係る契約期間内に別途提示する 

 

 連絡先：公益財団法人東京観光財団 地域振興部事業課 谷口、荒井 

電 話： 03-5579-2682 

ＦＡＸ： 03-5579-8785 

 


